
特殊車両・過積載車両の国道・高速道路合同取締り結果

特殊車両の違法運行や過積載車両による、道路・橋梁の損傷や事故を未然に防止

することを目的に、長岡国道事務所が管理する国道８号とＮＥＸＣＯ東日本新潟支

社長岡管理事務所が管理する関越自動車道において、長岡警察署及び高速道路交通

警察隊長岡分駐隊と共に合同取締りを実施しました。

取締り日時：令和７年１０月１５日(水) １４時～１６時

取締り場所及び結果

◆国道８号 宮本除雪ステーション（新潟県長岡市宮本１丁目地先）
取締り車両数：２台 うち違反指導を行った車両：２台
＜違反指導の内訳＞

・道路法に基づく特殊車両取締り ２台
うち 警告（無許可） ２台

・道路交通法に基づく過積載車両の取締り ０台

◆ 関越自動車道 長岡インターチェンジ （新潟県長岡市上除町野田地先）
取締り車両数：０台

取締り実施結果

みやもと

道路を安全に利用していただくにはルールを守り、整備された車両による適切な
運行を心がけなければなりません。
今後も引き続き、道路利用者に対して規制を周知するとともに、理解していただ

けるよう呼びかけてまいります。

令和７年１０月１６日

本紙の投込みを以て解禁

かみのぞきまちのだ

長岡市記者会
長岡地域記者会
新潟県政記者クラブ
新県政記者クラブ

配布先

お問い合せ先 ：

【本取締りに関すること】

◆国道８号宮本除雪ステーションでの実施に関すること

国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所

管理第一課長 平塚 洋一郎 [電 話] ０２５８－３６－４５５２（内線４３１）

◆ 関越自動車道長岡インターチェンジでの実施に関すること

東日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ東日本）新潟支社 長岡管理事務所

[電 話] ０２５８－４６－４８８２ 平日９:００～１７:３０

◆過積載に関すること

新潟県 長岡警察署

交通課長 池上 和弥 [電 話]  ０２５８－３８－０１１０

ひらつか よういちろう

いけがみ かずや
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下表の限度を「１つでも」超える車両は「特殊車両通行許可」又は「通行確認」が必要です

【注意】

・車両の大きさや重さに関する制限は道路法のほかに
も「道路車両運送法」、「道路交通法」でも定めがありま
す。

・自動車検査証に記載の車両総重量等の範囲内であっ
ても、左表の限度を「１つでも」超える車両は「特殊車両
通行許可」又は「通行確認」が必要です。

特殊車両を通行させる場合は、「特殊車両通行確認制度」
または従来の「特殊車両通行許可制度」をご利用ください


